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ご覧ください。

した。

お問い合わせが多い
ご質問など（国税庁）

相談窓口
一覧表（国税庁）
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または増改築の場合

取得から6カ月以内に、耐震改修を行い取得者本人が自己の居住の用に供したものであること

令和8年3月31日までに取得した場合は3年）

（共同住宅について
は、1区画ごと）

令和8年3月31までの取得に限り1戸につき最高
1,300万円が控除されます。）

新築された時期に応じ、家屋の評価額から次の
額が控除されます。

控除なし
最高100万円
最高150万円
最高230万円
最高350万円

60 0 最高420万円
平成元 3 160 最高450万円

平成元 4 9平成 13 最高1,000万円
平成 9 4 最高1,200万円

新築された時期に応じ、税額から次の額が減額
されます。

最高 3 万円
減額なし

最高 4万５千円
最高 6万9千円
最高10万5千円

56 12 1 最高12万6千円
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